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監 査 委 員 公 表

島根県監査委員公表第１号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定に基づき実施した平成27年度行政監査の結果に関する報告に

ついて、同条第９項の規定により次のとおり公表する。

平成28年３月25日

島根県監査委員  智 子

同 中 島 謙 二

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇
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第１ 行政監査の趣旨

行政監査は、地方自治法第199条第２項の規定に基づき、県の事務の執行について、合法性、正確性、経済性、効

率性及び有効性の観点から実施する。

第２ 監査の概要

１ 監査対象事務

許認可等に係る事務処理について

２ 選定理由

許認可等の事務は、県民の生活や社会経済活動に密接に関わるものであり、公正の確保、透明性の向上、事務処理

の迅速化、簡素化及び効率化が求められている。

一方で、行政手続法及び島根県行政手続条例（以下「行政手続条例」という ）の施行から20年が経過したが、近。

年、許可基準の運用や個人情報の取扱いに不適切な対応が見受けられたことから、許認可等の事務が法令等の定めに

従い、適正かつ迅速に執行されているかの観点から行政監査を実施し、今後の行政サービスの向上及び事務の適正化

に資することとする。

３ 監査の着眼点

次の着眼点から監査を実施した。

。ア 許認可等の事務処理体制は適切か

イ 許認可等の事務は適切かつ迅速に行われているか。

ウ 許認可等の事務の簡素化・効率化に努めているか。

４ 監査実施機関（別表１）

、 、 、 、⑴ 本監査を実施するに当たり 平成26年度の許認可等の事務処理の状況について把握するため 知事部局 企業局

病院局、県議会事務局、教育庁、警察本部、各委員会事務局に事前調査を行ったところ、46所管課において594事

務の該当があった。

この中から、各部局の処理事務数の割合や事務の内容を考慮の上、30事務を抽出し、それらの事務を執行してい

る51機関を監査実施機関とした。

⑵ 行政手続条例を所管する総務部人事課を監査実施機関とした。

５ 監査実施期間

平成28年１月６日（水）～同月８日（金）

６ 監査の実施方法

監査は、監査実施機関52機関のうち、10機関について実地監査を、42機関について書面監査を行った。

（別表１） 監 査 対 象 事 務 等 及 び 監 査 実 施 月 日 一 覧

所管課 № 許認可等事務名 処分機関 監査実施月日

（監査対象事務） （監査実施機関）

廃棄物対策課 1 産業廃棄物収集運搬業の新規許 廃棄物対策課 １月８日環境

可、更新許可 松江保健所 １月６日生活

浜田保健所 １月６日部

健 健康推進課 2 調理師免許証交付 健康推進課 １月６日

康 3 健康推進課 １月６日指定小児慢性特定疾病医療機関の指定

福 高齢者福祉課 4 介護支援専門員証の交付 高齢者福祉課 １月６日

祉 5 居宅サービス事業者の指定更新 高齢者福祉課 １月７日

部 障がい福祉課 6 特別児童扶養手当の受給資格認定 障がい福祉課 １月７日
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7 自立支援医療費の支給認定 心と体の相談センター １月６日

薬事衛生課 8 毒物劇物販売業の登録 出雲保健所 １月６日

益田保健所 １月６日

9 麻薬取扱者免許 薬事衛生課 １月８日

10 食品営業許可 松江保健所 １月６日

浜田保健所 １月６日

農 農業経営課 11 農地転用許可（２ha以下） 東部農林振興センター １月６日

林 西部農林振興センター １月６日

水 12 農地等の転用のための権利移動の 東部農林振興センター １月６日

産 許可（２ha以下） 西部農林振興センター １月６日

部 農産園芸課 13 島根県エコロジー農産物推奨 東部農林振興センター １月６日

西部農林振興センター １月６日

森林整備課 14 保安林内の立竹の伐採、家畜の放 東部農林振興センター １月６日

牧、土地の形質変更等の許可 西部農林振興センター １月６日

15 狩猟者登録 森林整備課 １月７日

東部農林振興センター １月６日

西部農林振興センター １月６日

水産課 16 海面漁業の許可 隠岐支庁水産局 １月６日

松江水産事務所 １月６日

産業振興課 17 電気工事業登録等 産業振興課 １月７日商工労

働部

土 土木総務課 18 建設業の許可 土木総務課 １月８日

木 道路維持課 19 道路占用許可 松江県土整備事務所 １月６日

部 浜田県土整備事務所 １月６日

20 特殊車両通行許可 出雲県土整備事務所 １月６日

浜田県土整備事務所 １月６日

河川課 21 工作物の新設等の許可 出雲県土整備事務所 １月６日

益田県土整備事務所 １月６日

港湾空港課 22 港湾施設使用許可 隠岐支庁県土整備局 １月６日

浜田港湾振興センター １月６日

建築住宅課 23 宅地建物取引士証の交付 建築住宅課 １月７日

24 建築確認 隠岐支庁県土整備局 １月６日

益田県土整備事務所 １月６日

学校企画課 25 教育職員の免許状授与・免許状更 学校企画課 １月８日教育委

新員会

警 生活安全企画課 26 風俗営業等の許可等 出雲警察署 １月６日

察 益田警察署 １月６日

本 27 猟銃等の所持許可 新規所持許可 生活安全企画課 １月８日（ ）

部 28 猟銃等の所持許可（更新） 松江警察署 １月６日

浜田警察署 １月６日

交通規制課 29 道路の使用の許可 高速道路交通警察隊 １月６日

出雲警察署 １月６日
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益田警察署 １月６日

30 自動車の保管場所証明 松江警察署 １月６日

浜田警察署 １月６日

計 30許認可等事務 延べ51機関

人事課 31 行政手続条例の所管課 人事課 １月６日総務部

合 計 延べ52機関

書面監査１月６日 実地監査１月７日、８日

第３ 監査結果

１ 許認可等事務の状況

⑴ 監査対象事務及び監査実施機関

（ ） （ ）監査対象とした30事務の受付機関 申請の提出先とされている機関 と処分機関 申請に対する処分を行う機関

の状況は、表１のとおりである。

受付機関と処分機関が同一であるものは19事務（延べ38機関 、異なるものは11事務（延べ13機関）である。）

なお、異なるもののうち、受付機関が県以外（市町村等）であるものは５事務あった。

表１ 監査対象事務等一覧

所管課 № 許認可等事務名 処理件数 受付機関 処分機関

（監査対象事務） H26年度 （監査実施機関）（ ）

廃棄物対策課 1 産業廃棄物収集運搬業の新規 135 処分機関に同じ 廃棄物対策課環境

許可、更新許可 54 処分機関に同じ 松江保健所生活

23 処分機関に同じ 浜田保健所部

健 健康推進課 2 調理師免許証交付 283 保健所・安来市 健康推進課

康 3 498 保健所 健康推進課指定小児慢性特定疾病医療機関の指定

福 高齢者福祉課 4 介護支援専門員証の交付 662 処分機関に同じ 高齢者福祉課

祉 5 居宅サービス事業者の指定更 311 高齢者福祉課高齢者福祉課、地域

福祉課石見スタッフ部 新

障がい福祉課 6 940 市町村 障がい福祉課特別児童扶養手当の受給資格認定

7 自立支援医療費の支給認定 17,553 市町村 心と体の相談センター

薬事衛生課 8 毒物劇物販売業の登録 109 処分機関に同じ 出雲保健所

26 処分機関に同じ 益田保健所

9 麻薬取扱者免許 1,363 保健所 薬事衛生課

10 食品営業許可 1,206 処分機関に同じ 松江保健所

461 処分機関に同じ 浜田保健所

農 農業経営課 11 農地転用許可（２ｈａ以下） 92 市町村農業委員会 東部農林振興センター

林 58 市町村農業委員会 西部農林振興センター

水 12 農地等の転用のための権利移 87 市町村農業委員会 東部農林振興センター

産 動の許可（２ｈａ以下） 174 市町村農業委員会 西部農林振興センター

部 農産園芸課 13 島根県エコロジー農産物推奨 592 処分機関に同じ 東部農林振興センター

616 処分機関に同じ 西部農林振興センター

森林整備課 14 130 処分機関に同じ 東部農林振興センター保安林内の立竹の伐採、家畜の

218 処分機関に同じ 西部農林振興センター放牧、土地の形質変更等の許可

15 狩猟者登録 127 処分機関に同じ 森林整備課
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430 処分機関に同じ 東部農林振興センター

424 処分機関に同じ 西部農林振興センター

水産課 16 海面漁業の許可 156 処分機関に同じ 隠岐支庁水産局

686 処分機関に同じ 松江水産事務所

産業振興課 17 電気工事業登録等 70 処分機関に同じ 産業振興課商工労

働部

土 土木総務課 18 建設業の許可 512 県土整備局、県土 土木総務課

木 整備事務所

部 道路維持課 19 道路占用許可 869 処分機関に同じ 松江県土整備事務所

646 処分機関に同じ 浜田県土整備事務所

20 特殊車両通行許可 368 処分機関に同じ 出雲県土整備事務所

81 処分機関に同じ 浜田県土整備事務所

河川課 21 工作物の新設等の許可 270 処分機関に同じ 出雲県土整備事務所

141 処分機関に同じ 益田県土整備事務所

港湾空港課 22 港湾施設使用許可 449 処分機関に同じ 隠岐支庁県土整備局

1,503 処分機関に同じ 浜田港湾振興センター

建築住宅課 23 宅地建物取引士証の交付 342 建築住宅課県土整備局、県土整備事

務所、建築住宅課

24 建築確認 48 処分機関に同じ 隠岐支庁県土整備局

50 処分機関に同じ 益田県土整備事務所

学校企画課 25 教育職員の免許状授与・免許 2,261 処分機関に同じ 学校企画課教育委

状更新員会

警 生活安全企画課 26 風俗営業等の許可等 762 処分機関に同じ 出雲警察署

察 341 処分機関に同じ 益田警察署

本 27 43 警察署 生活安全企画課猟銃等の所持許可（新規所持許可）

部 28 猟銃等の所持許可（更新） 123 処分機関に同じ 松江警察署

95 処分機関に同じ 浜田警察署

交通規制課 29 道路の使用の許可 206 処分機関に同じ 高速道路交通警察隊

5,503 処分機関に同じ 出雲警察署

2,169 処分機関に同じ 益田警察署

30 自動車の保管場所証明 11,863 処分機関に同じ 松江警察署

2,887 処分機関に同じ 浜田警察署

計 30許認可等事務 59,016 件 延べ51機関

⑵ 審査基準の設定及び公表（注1）

審査基準は28事務で設定されており、そのうち27事務で公表されていた。

公表方法としては 「地方機関等の受付機関」への備付けが22事務で最も多かった （表２参照）、 。

審査基準の設定がされていない理由は、法令等の定めにより判断できるため（２事務）であった。

また、公表がされていない理由は、既に公表されている法令等を基準としているため（１事務）であった。

許認可等の実務上の事務処理は、マニュアルや手引書等により行われているが、行政手続条例上の審査基準の存

在が職員に認識されておらず、改正が行われていないものや、所管課からの審査基準の改正通知が、地方機関にお

いて反映されていないものが一部に見受けられた。

また、行政手続条例を所管する人事課においては 「審査基準等の設定や公表は、許認可等の事務を所掌する部、
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、 。」 、 、 。局で 同条例に基づき適正に対応されている との認識から 積極的な注意喚起 周知等が行われていなかった

（注１）審査基準の設定及び公表

【行政手続条例】

第 条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するため5

に必要とされる基準 以下「審査基準」という。 を定めるものとする。( )

行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとし2

なければならない。

行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務3

所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

表２ 審査基準の設定及び公表

設定がある 公表している

事務数 事務数 公表の方法（複数回答あり）

地方機関等の 本 庁 ホームページ その他

受付機関 所管課

28 27 22 19 17 5

⑶ 標準処理期間の設定及び公表（注２）

標準処理期間は24事務で設定されており、設定された事務のすべてで公表されていた。

公表方法としては 「地方機関等の受付機関」への備付けが18事務で最も多かった （表３参照）、 。

標準処理期間の設定がされていない理由は、受付後すぐに処理するため（５事務 、締日を定めているため（１）

事務）であった。

（注２）標準処理期間の設定及び公表

【行政手続条例】

第 条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的6

な期間 条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請(

が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべ

き標準的な期間 を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされて)

いる機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

表３ 標準処理期間の設定及び公表

設定がある 公表している

事務数 事務数 公表の方法（複数回答あり）

地方機関等の 本 庁 ホームページ その他

受付機関 所管課

24 24 18 12 11 6

２ 許認可等事務の処理体制

⑴ 受付窓口の表示等

受付窓口の表示等の状況は、表４のとおりである。

受付機関と処分機関が同一である19事務・延べ38機関のうち、16事務・延べ29機関において、室内又は室外に案

内表示がされていた。

申請書様式等の備付けは、延べ36機関において、手引き等の備付けは、延べ33機関においてそれぞれ行われてい

た。

なお、申請者が特定されていることや毎年申請者が限られていることなどの理由から、窓口表示や申請書様式等
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の備付け等が行われていない機関もあった。

表４ 受付窓口の表示及び申請書様式等の備付

事 許認可等事務名 受付機関 受付機関の窓口表示 申請書様式等 手引き等の備付

務 の備付

№ 室外 室内 机上 窓口 HP掲載 交付 閲覧 HP掲載

表示 表示 表示 （必要 （必要

に応じ に応じ

提供） 提供）

○ ○1 産業廃棄物収集運搬 廃棄物対策課

○ ○ ○ ○業の新規許可、更新 松江保健所

○ ○ ○ ○ ○許可 浜田保健所

○ ○4 高齢者福祉課介護支援専門員証の交付

○ ○ ○ ○ ○8 毒物劇物販売業の登 出雲保健所

○ ○ ○ ○録 益田保健所

○ ○ ○ ○ ○ ○10 食品営業許可 松江保健所

○ ○ ○ ○ ○ ○浜田保健所

○ ○13 島根県エコロジー農 東部農林振興センター

○ ○ ○産物推奨 西部農林振興センター

○ ○ ○14 保安林内の立竹の伐採 家畜の放牧、 、 東部農林振興センター

○ ○ ○土地の形質変更等の許可 西部農林振興センター

○ ○ ○ ○ ○15 狩猟者登録 森林整備課

○ ○ ○ ○ ○ ○東部農林振興センター

○ ○ ○ ○ ○西部農林振興センター

○16 海面漁業の許可 隠岐支庁水産局

○ ○松江水産事務所

○ ○ ○17 電気工事業登録等 産業振興課

○ ○ ○ ○19 道路占用許可 松江県土整備事務所

○ ○ ○ ○浜田県土整備事務所

20 特殊車両通行許可 出雲県土整備事務所

○浜田県土整備事務所

○ ○ ○ ○ ○21 工作物の新設等の許 出雲県土整備事務所

○ ○可 益田県土整備事務所

○ ○22 港湾施設使用許可 隠岐支庁県土整備局

○ ○ ○浜田港湾振興センター

○ ○ ○24 建築確認 隠岐支庁県土整備局

○ ○ ○ ○益田県土整備事務所

○ ○ ○ ○ ○25 学校企画課教育職員の免許状授与・免許状更新

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○26 風俗営業等の許可等 出雲警察署

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○益田警察署

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○28 猟銃等の所持許可 松江警察署

○ ○ ○ ○ ○（更新） 浜田警察署

○ ○ ○ ○29 道路の使用の許可 高速道路交通警察隊
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○出雲警察署

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○益田警察署

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○30 自動車の保管場所証 松江警察署

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○明 浜田警察署

合計（19事務） 延べ38機関 16 16 14 25 35 13 9 30

⑵ 新任担当職員・実務担当職員の研修

新任担当職員及び実務担当職員の研修状況は、表５のとおりである。

新任担当職員研修では14事務が、実務担当職員研修では９事務が実施されていなかった。

研修が実施されていない各事務については、事務引継や事務処理要領等により対応、所管課や職場内で相談でき

る体制を確保、担当者会議等を活用した情報交換や制度改正時に説明会を実施などによって対応されていた。

また、地方機関の職員に専門研修を受講させたいが予算に制約がある、各機関において工夫された取組内容が共

有化されていないなどの意見もあった。

表５ 新任及び実務担当者職員研修の状況

区 分 実 施 未実施 計

新任担当職員研修 16事務 14事務 30事務

実務担当職員研修 21事務 ９事務 30事務

３ 許認可等事務の処理状況

⑴ 事務処理の進行管理

事務処理の進行管理については、帳簿、Ｅｘｃｅｌファイル等の申請受付簿等（表６ 、或いはこれらを併用し）

ているものなど、各機関により様々な方法で行われていた。

上司等による確認は、これらの申請受付簿等を利用して、いずれの機関においても概ね行われていたが、一部に

不十分な機関も見受けられた。

また、申請書類の受付時に、収受印が押印されていない事務が一部に見受けられた。

表６ 申請受付簿等の状況

項 目 機関数（複数回答あり）

帳簿（許認可等件名簿を含む） 26

Ｅｘｃｅｌファイル等 15

専用ソフト ８

その他 ８

⑵ 処理期間の状況

標準処理期間内に概ね処理されていたが、申請書類等が年度末等の一定の期間に集中して提出された場合に、更

新処理をまとめて行おうとして標準処理期間を経過したものが一部に見受けられた。

また、申請が形式上の要件に適合していない場合において、期間を定めて申請者に補正を求めているが、その状

況の記録が残されていないものもあった。

なお、申請書類等の提出に当たっては、記載方法や添付書類等について、事前指導を行っているケースも多くあ

った。

⑶ 許認可証等の交付

許認可証等を郵送により交付する際に、９事務・11機関においてダブルチェック等の誤送付に対する防止措置が

取られていなかった。

４ 許認可等事務の簡素化及び効率化

⑴ 申請手続の状況

ア 申請書への押印等

 
9



 号外第 44号                島  根  県  報              平成 28年３月 25日  

 

                                                                              

電子申請を除く申請書への押印等の状況は 「記名押印」が19事務で最も多かった （表７参照）、 。

表７ 申請書ヘの押印等の状況

項 目 記名押印 記名押印又は署名 署名押印 記名のみ 記名又は署名

許認可等事務数 19 ５ ４ １ １

イ 申請書等の郵送

申請書等の提出については、申請に併せて処理方法や計画について確認の上、適正処理の指導を行う必要があ

るなどの理由から、６事務で郵送によらず直接提出されていた。

ウ 電子申請

県のホームページを利用した電子申請については、２事務が申請可能となっているが、利用件数は14件と非常

。 、 。に少なかった 添付資料の多い申請や内容を聴取する必要のある申請は 電子申請の実施が難しい状況にあった

⑵ ホームページへの掲載状況

申請書に関する資料等のホームページへの掲載状況については、26事務・43機関が掲載していた （表８参照）。

なお、申請様式等の種類を増加させることやファイル形式を多様化させることを、今後の課題としている機関が

複数あった。

また、掲載場所が分かりにくくアクセスしにくいものもあることから、ホームページ内で許認可等の申請の情報

が一元化されることを求める意見もあった。

表８ ホームページへの掲載状況

項 目 事務概要 申請の手引き 申請書等様式

事務数 機関数 事務数 機関数 事務数 機関数

ホームページからダウン

ロードが可能な事務 18 31 21 35 26 43

（複数回答あり）

⑶ 市町村への権限移譲

市町村への権限移譲については、５事務において一部の市町村に対して実施されていた。

５ 参考事例

事務の簡素化、効率化、改善等に取り組まれた事例の一部を紹介するので、執務の参考にされたい。

⑴ 「指定医」の作成する診断書が必要となる「指定難病と小児慢性特定疾病の指定医の申請」については、対象と

なる疾病はそれぞれ別の法律で規定されているが、同じ医師が申請することが多いため、指定医の申請書等の各種

様式は共通とし、２つの申請を併せてできるようにしている。

⑵ 「猟銃等の所持許可の更新」や「保安林内の立竹の伐採、家畜の放牧、土地の形質変更等の許可の更新」におい

ては、一定の要件を満たせば、一部の書類の提出を省略している。

⑶ 「食品営業許可」では、複数の担当者が対応することが多いため「指導経過書」を作成し、申請者と対応者間の

指導に係る情報共有を図ることにより、適切な指導に役立てている。

⑷ 「麻薬取扱者免許等事務」では、事務決裁規則改正により、処分機関を保健所とし、併せて麻薬免許システムも

各保健所で運用可能としたことにより、申請から免許証交付までの時間短縮が図られている （平成27年６月１日。

より稼働）

⑸ 警察署における「自動車の保管場所証明」では、証明書の記載要領が、種別ごとに作成され、注意事項が各欄ご

とに分かりやすく記載されている。

⑹ 「使用料等徴収事務の適正化について（平成26年12月22日付け土総第801号 」に基づき、次の再発防止策がと）

られている。

①担当、副担当、係長、課長による複数チェック体制
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②占用者へ許可証を交付する際に占用料の計算書を添付

③継続・更新の調定事務を行う際はクロスチェック表を導入

⑺ 警察署においては、平成27年４月から「許可等事務管理システム」を導入し、未処理一覧表等が担当者、上司、

警察本部においても閲覧できるようになっている。

第４ 監査意見

許認可等の事務は、県民の権利や義務に直結する重要な事務であり、より一層の行政サービス向上や事務の改善に

取り組むことが求められることから、行政手続条例が適用される約1,400の許認可等事務の内、平成26年度において

許認可等の事務処理が行われた594事務の中から、30事務・52機関を監査した。

行政手続制度については、平成６年10月１日に行政手続法が、平成７年10月１日に行政手続条例が施行されたが、

20年余り経過した現在においては、許認可等の事務処理マニュアル等に基づいた取扱いはなされているものの、行政

手続条例の趣旨に沿った審査基準及び標準処理期間の設定や標準処理期間内の処理がなされていない事例も見受けら

れた。

今後は、以下に述べる意見について留意の上、県民サービスの向上に向けて改めて意識を喚起し、許認可等の事務

が適正かつ迅速に執行されることを期待するものである。

１ 審査基準及び標準処理期間の設定・公表について（人事課）

審査基準は、申請に基づき許認可等をするかどうかを法令等の定めに従って判断するための基準として設定する必

要があり、標準処理期間は、行政手続法及び行政手続条例において、いわゆる努力義務とされているが、将来的に申

請が見込まれるものの、過去に申請がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難なもの及び事実関

係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難な場合等を除いて設定する必要がある。

監査の結果では、審査基準等の設定が必要と思われるもの、審査基準が古いままで見直しが行われていないもの、

また、そのことが問題であると職員に認識されていないなどの事例が見受けられた。

ついては、審査基準及び標準処理期間の設定や公表など、行政手続法及び行政手続条例に基づき処理することへの

意識付け等、適正処理に向けて対応されたい。

２ 許認可等事務の処理体制について

⑴ 受付窓口の表示等 （共通）

受付機関の窓口では、分かり易い案内表示や迅速な対応を行うことによって、申請者への行政サービスの向上が

図られる。

、 、 、監査の結果では 受付機関の窓口案内表示について 室内又は室外に座席表等による表示が多く見受けられたが

中には、文字が小さく見づらいものもあったので、受付機関にあっては、申請者に分かりやすい窓口の案内表示に

されたい。

また、受付機関の窓口表示及び申請書様式等の備付け等に関しては、同一事務において取扱いに差が見受けられ

たが、それぞれの機関においてその必要性を検討の上、窓口表示や申請書様式等の備付けに対応されたい。

なお、申請書様式等を必要に応じて随時申請者に提供している事務が見受けられたが、その際には迅速な対応に

努めるなど、申請者の利便性向上に配慮されたい。

⑵ 新任担当職員・実務担当職員の育成（共通）

許認可等の事務は、直接県民の生活や社会経済活動に関わり、公正の確保や透明性の向上とともに、迅速性が求

められる｡そのためには、日頃から担当職員の研鑽が不可欠であり、研修等の充実を図る必要がある。
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監査の結果では、担当職員に対する事務引継、研修、指導等が細やかに実施されている機関がある一方で、事務

処理マニュアルのみの活用や担当者会議による情報共有にとどまっているもの、さらには、予算や時間の制約等か

ら専門性を高めるための研修が受講できないとする機関も見受けられた。

また、各機関で取り組まれている工夫等の共有化が図られていないとの意見もあった。

特に、年度当初にあっては、新任担当職員の事務の不慣れによる事務処理の遅延やミス等の発生が考えられるの

で、年度初めの早い時期に担当者会議等を開催することにより、新任担当職員も含めた実務担当職員の育成や情報

共有に努められたい。

、 、 、 。また 専門性の高い事務については 専門講習等が受講できるように 計画的な研修の機会確保に努められたい

３ 許認可等事務の処理について

⑴ 事務処理の進行管理（共通）

、 、 、監査の結果では 事務の進行状況については 申請受付簿等を利用して上司等による確認が概ねなされていたが

一部に確認が不十分な機関も見受けられた。

許認可等に係る申請の受付から許認可証等の交付までの事務の進行管理を適正に行うためには、申請受付簿等を

利用して事務処理の経過をわかるようにしておくとともに、その状況が上司等により把握されていることが重要な

ことから、引き続き組織的な進行管理に努められたい。

また、申請書類に収受印が押印されていない事例が見受けられたが、収受印の押印は、事務処理の開始日を特定

する重要なものであることから、島根県公文書管理規程に基づき適正な取扱いをされたい。

⑵ 標準処理期間内の処理（共通）

監査の結果では、担当者の業務が時期的に集中する場合が見受けられたが、更新時期の分散化等による業務の平

準化や、制度上、業務の平準化が困難な場合は、事務分掌の柔軟な対応等により迅速に処理する必要がある。

また、申請が形式上の要件に適合しない場合においては、申請者に補正を求めているが、その状況の記録が残さ

れていないものが見受けられた。補正に要した期間は、審査に要した期間から除かれることから、日付や内容を記

録して適切な進行管理を行い、所定の標準処理期間内での処理に努められたい。

、 、 、 、なお 申請書類等の提出に当たっては 事前指導を行っている場合もあることから その内容についても記録し

事前指導と補正の区分の明確化に努められたい。

⑶ 許認可証等の交付（共通）

許認可等の事務は、県民の生活や社会経済活動に密接に関わるものであることから、許認可証等の交付に当たっ

ては適切な交付に努める必要がある。

特に、許認可証等を郵送により送付する場合において、誤送付防止の措置が取られていないものが見受けられた

ことから、複数の者による送付先等の確認等により適正な交付に努められたい。

４ 許認可等事務の簡素化及び効率化について

⑴ 申請手続の簡素化（共通）

申請手続においては、制度が類似している事務の申請書等の様式を共通化することで、双方の申請を併せてでき

るように工夫しているもの、一定の要件を満たせば一部の書類を省略しているものも見受けられた。

ついては、それぞれの事務においても、簡素化に向けての工夫ができないか、引き続き検討されたい。

⑵ 申請手続の効率化

ア 電子申請（共通）
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監査の結果では、利用件数が非常に少なく、添付資料の多い申請や内容を聴取する必要のある申請等は電子申

請の実施が難しい状況にあったが、更なる県民の利便性向上に向けて、申請書類の見直し等により電子申請が可

能となるよう努められたい。

イ ホームページの活用（人事課 （共通））

事務の概要や申請手続等については、ほとんどの事務が県のホームページに掲載されているが、監査の結果で

は、ホームページに掲載されている申請書様式等について、掲載している申請書様式等の種類が少ないもの、直

接入力ができる様式をダウンロードできるファイル形式が少ないものなどが見受けられた。

また、許認可申請に係る情報については、各所管課や受付機関のホームページからそれぞれアクセスするよう

になっているが、警察本部のホームページでは、トップページに「申請・手続」のタブが設定されており、許認

可等の事務に必要な情報を容易に検索することができるようになっている。

ついては、ホームページの活用は申請手続の利便性向上に有効な手段であることから、県のホームページを所

管している広聴広報課と連携し、利用者からアクセスしやすいホームページの画面づくりに努められたい。

ウ 市町村への権限移譲（共通）

これまでも、市町村への権限移譲は行われてきたが、事務の迅速化、県民サービスの向上に向けて、身近な事

務を担う市町村への権限移譲が可能となるよう市町村等との調整に努められたい。
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島根県監査委員公表第２号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により実施した平成27年度財政的援助団体等の監査の結果に

関する報告を、同条第９項の規定により次のとおり公表する。

平成28年３月25日

島根県監査委員  智 子

同 中 島 謙 二

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇

号外第44号 島 根 県 報 平成28年３月25日
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第１ 監査の概要

１ 財政的援助団体等監査の趣旨

地方自治法第１９９条第７項 の規定に基づき、県が補助金、交付金、貸付金、損失補償等の財政的援助を与えて(注1)

いる団体、資本金、基本金等を出資している団体、借入保証等をしている団体及び公の施設 の管理を行わせている(注2)

団体並びに財政的援助等を行っている所管課を対象とし、県による財政的援助等の妥当性、団体における公金の執行

状況の適正性等の観点から監査を実施した。

地方自治法第１９９条第７項(注1)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団

体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他

の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもの

で政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方

公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項

の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。

公の施設(注2)

住民の福祉を増進させることを目的として、その利用に供するために普通地方公共団体が設置する施設（学

校、美術館、ホール、体育館、県営住宅や公園等）。

２ 監査対象団体及び実施団体

⑴ 監査対象団体

監査対象団体は次のとおりである。

ア 財政的援助団体

① 県単独の制度により１千万円以上の補助金、交付金、負担金又は利子補給金（以下「補助金等」という。）

を交付した団体及び１千万円未満の補助金等を交付した団体のうち特に監査を実施する必要があると認めた団

体

② 県が貸付け又は損失補償をしている団体のうち特に監査を実施する必要があると認めた団体

イ 出資団体

県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資している団体

ウ 借入保証、信託に係る団体

県が借入保証又は信託（不動産の信託に限る。）をしている団体のうち特に監査を実施する必要があると認め

た団体

エ 公の施設の指定管理者

県が公の施設の管理を行わせているもの

⑵ 監査対象団体の概要

監査対象団体の平成２６年度末の状況は、次表のとおりである。

財 政 的 援 助 等 の 形 態 別 件 数
監 査 対 象

団 体 区 分 財 政 的 援 助 債 務 公の施設の
団 体 実 数 出 資

補 助 金 等 貸 付 金 損 失 補 償 保 証 指 定 管 理

一 般 社 団 法 人 ３ ３

公 益 社 団 法 人 ６ ５ １ １ ２

一 般 財 団 法 人 ３ ２ ２ １

公 益 財 団 法 人 １ ８ ８ ３ ３ １ ４ ７

地 方 独 立 行 政 法 人 １ １

学 校 法 人 ３ ３
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社 会 福 祉 法 人 １ ４ １ ４

農 林 水 産 組 合 １ １

商 工 会 議 所 ・ 商 工 会 ２ ９ ２ ９

株 式 会 社 １ １ １ ２ ３ ７

そ の 他 ２ ８ ２ ３ １ １ ３ １ ３

合 計 １ １ ７ ９ ０ ７ ５ ２ ４ １ １ ８(注 3)

(注3)１つの団体について補助金等、貸付金、出資等が重複している場合があるため、「監査対象団体実数」の合計と

「財政的援助等の形態別件数」の合計は一致しない。

⑶ 監査実施団体

平成２７年度は、上記監査対象団体の中から過去の監査実施状況等を考慮し、次の２０団体を選定し監査を実施

した。

監 査 対 象 と し た
監 査 実 施 団 体 名 所 管 課

財 政 的 援 助 等 の 内 容

１ 公 立 大 学 法 人 島 根 県 立 大 学 総 務 課 補 助 金 等

補 助 金 等２ （ 公 財 ） ふ る さ と 島 根 定 住 財 団 し ま ね 暮 ら し 推 進 課 出 資 ・

（ 公 財 ） 島 根 県 市 町 村 振 興 協 会 市 町 村 課 補 助 金 等３

交 通 対 策 課 補 助 金 等４ 隠 岐 空 港 利 用 促 進 協 議 会
観 光 振 興 課 補 助 金 等

出 資 ・ 指 定 管 理５ （ 公 財 ） し ま ね 女 性 セ ン タ ー 環 境 生 活 総 務 課

出 資 ・ 指 定 管 理
６ (公 財 ） し ま ね 文 化 振 興 財 団

文 化 国 際 課

指 定 管 理文 化 財 課

出 資７ （ 公 財 ） し ま ね 国 際 セ ン タ ー 文 化 国 際 課

出 資 ・ 補 助 金 等 ・
８ (公 財 ） 島 根 県 環 境 管 理 セ ン タ ー 廃 棄 物 対 策 課

損 失 補 償

補 助 金 等
９ 隠 岐 世 界 ジ オ パ ー ク 推 進 協 議 会

自 然 環 境 課

隠 岐 支 庁 県 民 局

1 0 補 助 金 等（ 社 福 ） 島 根 県 社 会 福 祉 協 議 会 地 域 福 祉 課

出 資1 1 （ 公 財 ） 島 根 県 生 活 衛 生 営 業 指 導 セ ン タ ー 薬 事 衛 生 課

出 資 ・ 補 助 金 等 ・
1 2 (株 ） 島 根 県 食 肉 公 社 畜 産 課

貸 付 金

補 助 金 等1 3 大 社 交 通 渋 滞 対 策 実 行 委 員 会 観 光 振 興 課

補 助 金 等1 4 雲 南 市 商 工 会 中 小 企 業 課

補 助 金 等1 5 出 雲 商 工 会 中 小 企 業 課

補 助 金 等1 6 石 央 商 工 会 中 小 企 業 課

1 7 出 資（ 公 財 ） 島 根 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 土 木 総 務 課

出 資土 木 総 務 課

用 地 対 策 課 貸 付 金

島 根 県 土 地 開 発 公 社 管 財 課 貸 付 金1 8

斐 伊 川 神 戸 川 対 策 課 貸 付 金

企 業 立 地 課 債 務 保 証

1 9 出 資島 根 県 住 宅 供 給 公 社 建 築 住 宅 課

（ 公 財 ） 島 根 県 体 育 協 会 保 健 体 育 課 指 定 管 理2 0
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なお、上記２０団体のうち、指定管理を行っているのは３団体で、その施設は次のとおりである。

平成26年度 利 用

(注４)施 設 名 指定管理者名 指定管理料 料金制

（千円）

88,766
１ 男女共同参画センター

(公財）しまね女性センター
（あすてらす）

２ 島根県民会館 しまね文化振興財団 ○（公財） 200,654

３ 芸術文化センター ○
(公財）しまね文化振興財団 322,778

（グラントワ） （いわみ芸術劇場）

59,208４ 八雲立つ風土記の丘 しまね文化振興財団（公財）

５ 武道館

６ 石見武道館

341,601７ 水泳プール （公財）島根県体育協会

８ 体育館

９ サッカー場

(注4) 利用料金制とは、公の施設の指定管理者に当該施設の利用料金を収入させ、施設を運営する制度である。

３ 監査の実施方法、対象年度、範囲、視点、実施年月日及び監査の執行者

⑴ 実施方法

監査実施団体については実地監査を行い、監査実施団体の所管課については書面監査により行った。

⑵ 対象年度

監査は原則として平成２６年度を対象とし、必要に応じ平成２５年度及び平成２７年度も対象とした。

⑶ 範囲

監査の範囲は、補助金等、貸付金又は損失補償の財政的援助を与えている団体については、それら財政的援助に

関連する範囲とし、出資している団体については、団体の財務、会計、事業など経営全般とし、公の施設の管理を

行わせている団体については、管理に係る会計事務の執行や施設の維持管理を範囲とした。

⑷ 監査の視点

監査は、補助金等の財政的援助を与えている団体については、補助金等が公金として適切に執行され、交付目的

である成果が十分得られているか、出資している団体については、出資目的に沿って事業が運営されているか、ま

た、公の施設の管理を行わせている団体については、指定管理に関する協定書に基づき施設が適切に管理・運営さ

れているかなどの視点から行った。

⑸ 監 査 実 施 年 月 日

監 査 実 施 団 体 名 監 査 実 施 年 月 日

１ 公 立 大 学 法 人 島 根 県 立 大 学 （ 本 部 ・ 浜 田 キ ャ ン パ ス ） 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日

（ 出 雲 キ ャ ン パ ス ） 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ４ 日

（ 松 江 キ ャ ン パ ス ） 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ５ 日

２ （ 公 財 ） ふ る さ と 島 根 定 住 財 団 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ６ 日

（ 公 財 ） 島 根 県 市 町 村 振 興 協 会 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ２ 日３

４ 隠 岐 空 港 利 用 促 進 協 議 会 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ９ 日

（ 公 財 ） し ま ね 女 性 セ ン タ ー 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ２ 日５

６ （ 公 財 ） し ま ね 文 化 振 興 財 団 （ 島 根 県 民 会 館 ） 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日

（ 八 雲 立 つ 風 土 記 の 丘 ） 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日

（ 芸 術 文 化 セ ン タ ー ） 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日

（ 公 財 ） し ま ね 国 際 セ ン タ ー 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ４ 日７
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（ 公 財 ） 島 根 県 環 境 管 理 セ ン タ ー 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ６ 日８

９ 隠 岐 世 界 ジ オ パ ー ク 推 進 協 議 会 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ９ 日

1 0 （ 社 福 ） 島 根 県 社 会 福 祉 協 議 会 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ５ 日

1 1 （ 公 財 ） 島 根 県 生 活 衛 生 営 業 指 導 セ ン タ ー 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ５ 日

1 2 （ 株 ） 島 根 県 食 肉 公 社 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ２ 日

1 3 大 社 交 通 渋 滞 対 策 実 行 委 員 会 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日

1 4 雲 南 市 商 工 会 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ６ 日

1 5 出 雲 商 工 会 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日

1 6 石 央 商 工 会 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ５ 日

1 7 （ 公 財 ） 島 根 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ９ 日

1 8 島 根 県 土 地 開 発 公 社 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ９ 日

1 9 島 根 県 住 宅 供 給 公 社 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ９ 日

2 0 （ 公 財 ） 島 根 県 体 育 協 会 （ 水 泳 プ ー ル ・ 武 道 館 ） 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日

（ 石 見 武 道 館 ・ 体 育 館 ・ サ ッ カ ー 場 ） 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ５ 日

所管課については、事前に職員により実施した実地調査に基づき、書面監査を実施した。

⑹ 監査の執行者

監査の執行者は次のとおりである。

監査委員 智 子角

監査委員 中 島 謙 二

監査委員 錦 織 厚 雄

監査委員 後 藤 勇

なお、地方自治法第１９９条の２の規定により、錦織厚雄監査委員は、島根県土地開発公社及び島根県住宅供給

公社について監査を行っていない。

第２ 監査の結果

監査結果（総括）Ⅰ

各監査実施団体別の監査結果はⅡ 監査結果（個別）に掲げるとおりであり、是正を求めて指導する事項が３件あ

ったほかは、おおむね適正に処理されているものと認められた。

また、個別の意見を除き、監査全般を通じた意見は３件である。

なお、意見については、監査結果(個別)に掲げた意見を含め、県報登載により公表し、指導事項とともに該当する

監査実施団体及び所管課に対し文書で通知する。

１ 指導事項及び指示事項

該当の団体、所管課に対し文書により是正を求めて指導、指示する事項は、次のとおりである。

⑴ （３件）指導事項（団体）

ア 収納事務に遅れのあったもの

イ 事務の決裁が規程に沿っていなかったもの

ウ 補助金の実績報告書の提出遅延があったもの

⑵ 指示事項（所管課）

該当なし

２ 意見

監査全般を通じた意見は、次の３件（団体２件、所管課１件）である。

⑴ 団体に対する意見

① 理事等の役員、評議員への女性登用の推進について
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島根県では、「島根県男女共同参画推進条例」において、「男女が、社会の対等な構成員として、県又は民

間の団体における政策・方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること」を基本理念として定

め、政策・方針決定過程への女性の参画の推進や施策への女性の意見の反映に努めているところである。

今回の監査において、各団体の理事等役員、評議員の選任状況を見ると、多くの団体ではほとんどが男性で

あり、中にはすべてが男性となっている団体もあった。

専門家など人選が難しい面もあるが、政策・方針の決定や業務を進める上で女性の意見を取り入れることは

非常に重要であり、現在、あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」が制定されるなど、国を挙げ、また官民を問わず積極的な女性登用が進められているところ

である。

ついては、理事等の役員、評議員の選任に当たって、各種団体から選任する場合には、必ずしも代表者に限

定しない、あるいは専門的な知識が必要な場合には、県等の審議会等委員の選任状況を参考にするなどによ

り、女性の積極的な登用に努められたい。

② 規約等の整備及び規約等に基づく財務等事務の適切な執行について【該当団体】

協議会等の任意団体では、規約や会則を定めて団体の運営や各種事業活動が行われているが、今回の監査に

おいて、規約等では団体の目的や役員、事務局などの事項しか定められておらず、予算及び決算の手続や会計

処理の方法等が明文化されていないものが見られた。

このような団体では、事務局を所掌する地方公共団体の規程を「準用する」又は「例による」として執行し

ているが、必ずしもその通りとはなっておらず、慣例や裁量による事務処理が行われている。

また、執行伺や納品確認における不備、見積書、納品書、請求書への日付の記載漏れ等が見られた。

ついては、事務処理上のミスやトラブルを避けるためにも、財務処理に関する最低限必要な規約等の整備を

行うとともに、財務等事務の執行が適切に行われるようにされたい。

⑵ 所管課に対する意見

① 団体に対する規約等の整備及び規約等に基づく財務等事務の執行の指導について【所管課】

団体に対する意見で述べたように、補助等の財政支援をするに当たっては、事務処理上のミスやトラブルを

避けるためにも、財務処理に関する最低限必要な規約等の整備を求めるとともに、財務等事務の執行が適切に

行われるよう指導をされたい。

監査結果（個別）Ⅱ

１ 団体名 公立大学法人島根県立大学 所管課 総務課

１ 団体の概要

平成１９年４月１日⑴ 設立時期

（地方独立行政法人として、島根県立大学及び島根県立大学短期大学部を設置・運営）

⑵ 設立目的

豊かな自然と歴史を持つ島根県における教育研究の拠点として、幅広い教養と高い専門性を備え、北東アジアをは

じめとする国際的な視野を持ちつつ地域に貢献し、創造性豊かで実践力のある人材を育成するとともに、地域に知の

還元を行うことで、地域社会の活性化及び発展に寄与し、さらに国際社会に貢献することを目指し、大学を設置し、

管理する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 公立大学法人島根県立大学特殊要因経費補助金
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① 内容

地方独立行政法人法第４２条の規定に基づき、設立団体として、大規模修繕、大規模システム整備等の施設・

設備の整備に要する経費や災害に伴う経費など法人の責によらない突発的な経費に要する経費等について交付す

る。

３４，６６８千円② 補助金額

⑵ 交付金

ア 公立大学法人島根県立大学運営費交付金

① 内容

地方独立行政法人法第４２条の規定に基づき、設立団体として、法人や大学の運営に必要な経常的経費等につ

いて交付する。

１，７７０，９０３千円② 交付金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

大学の地域連携と地域の求める人材の育成・輩出について

県立大学は、大学憲章に謳う「地域のニーズに応え、地域と協働し、地域に信頼される大学」の実現を目指し、

自治体と連携し、地域に密着した教育研究活動、あるいは社会貢献活動に取り組まれており、平成２６年度におい

ては、４月に松江キャンパスに「しまね地域共生センター」を設置し、これまでに設置した出雲キャンパスの「し

まね看護交流センター」、浜田キャンパスの「地域連携推進センター」と併せて、すべてのキャンパスに地域連携

の窓口体制を整えられた。

また、平成２７年度には、３キャンパス共通科目として「しまね地域共生学入門」を開講するとともに、島根の

地域課題に精通した学生を認定する「しまね地域マイスター認定制度」を新設するなど、島根県の地域課題をより

専門的、実践的に学ぶ環境を整備されたところである。

ついては、地域の課題解決のために、県・市町村、地域の各機関とも連携を深め、例えば、県行政等の施策やま

ちづくりへの提言を行うなど、研究の成果や学生を含めた大学の資源を地域に役立てることに、より一層取り組ま

れたい。

また、県が設置した公立大学法人として、取組の状況を県民にわかりやすく公表するとともに、地域が求める優

れた人材の育成と輩出に努められたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

松江キャンパスの四年制化等について

県は、松江キャンパスについて、県内高校生の進学希望を受けとめ、将来にわたって地域を担っていく人材を育

成するため、短期大学部保育学科及び総合文化学科を四年制大学化（一部短期大学部を存置）し、また、健康栄養

学科については、出雲キャンパスへ移転し、既に四年制である看護学部を看護栄養学部に改組の上、設置するとい

う方針を示している。

これらの開設準備に当たっては、施設整備や教員の確保、学生確保のための学生支援策の充実など様々な検討課

題がある。

ついては、平成３０年４月の四年制化等に向け、施設をはじめとした就学環境の整備について十分に検討すると
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ともに、計画的に準備に取り組まれたい。

２ 団体名 （公財）ふるさと島根定住財団 所管課 しまね暮らし推進課

１ 団体の概要

平成４年９月３日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

活力と魅力ある地域づくりを推進するとともに、若年者の就職支援対策等を重点的に実施することにより、新規学

校卒業者を中心とする若年層の県内就職と県外からのＵＩターンの促進を図り、本県における人口定住に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ４１７，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

若年者の県内就職促進のための情報提供事業やキャリア形成支援、企業理解の場の創出等、県外からのＵＩター

ン促進のための定住総合情報の提供やＵＩターン希望者等の受入れの強化、また、活力と魅力ある地域づくり促進

のための地域の活性化を担う人々等の連携支援等に係る事業

⑵ 補助金

ア ふるさと島根定住支援補助金

① 内容

本県の重要課題である定住対策を積極的に推進するため、団体の事業費等を補助し、活動の円滑な推進を図

る。

３９０，３３１千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

３ 団体名 （公財）島根県市町村振興協会 所管課 市町村課

１ 団体の概要

昭和５４年４月１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

市町村の健全な発展を図るために必要な諸事業を行い、住民福祉の増進に資する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 交付金

ア 市町村振興交付金

イ 内容

県が交付する市町村振興宝くじ（サマージャンボ宝くじ及びオータムジャンボ宝くじ）に係る収益金を、次の事

業の財源に充てる。
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① 貸付事業

災害時における市町村の緊急融資事業及び災害防止対策事業等に必要な資金を融資する。

② 市町村交付金交付事業

国際化の推進に係る事業、高齢化・少子化に対応する事業、芸術・文化の振興に係る事業等総務省令に定める

事業の財源とするため、各市町村に交付金を配分する。

③ 市町村職員研修助成事業

自治研修所委託費の助成ほか

④ 市町村振興事業

市町村振興センター大規模改修費の助成ほか

⑤ その他事業

宝くじ広報宣伝事業ほか

４９４，８１４千円ウ 交付金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

交 通 対 策 課
４ 団体名 隠岐空港利用促進協議会 所管課

観 光 振 興 課

１ 団体の概要

平成１２年９月１１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

隠岐地域発展のため、空港の利用拡大を促進し、豊かで住みよい郷土づくりを図る。

⑶ 主な事業と構成員

隠岐地域の４町村及び町村議会、商工会、観光協会、農林水産業団体、旅行業者、学校、県関係機関等７０団体を

会員として、隠岐空港の利用拡大のための企画商品の造成支援、受入態勢の整備、イベントの開催、情報発信・ＰＲ

等の事業を実施している。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県空港利用促進事業費補助金

① 内容

隠岐空港利用促進協議会が実施する隠岐空港利用促進事業の経費及び隠岐空港ジェット便運航推進事業の経費

を補助する（隠岐空港利用促進事業は県５/１０、隠岐空港ジェット便運航推進事業は県１０/１０）。

２５，０００千円② 補助金額

イ しまね観光誘客推進事業費補助金

① 内容

冬季の大阪便中型機Ｑ４００運航開始を受けて、隠岐空港利用促進協議会が閑散期の団体客誘客対策として実

施する冬の味覚の提供や港周辺のにぎわいづくり等観光客誘致に要する経費を補助する（県１/２）。
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５，０００千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

隠岐空港の利用促進について

隠岐空港利用促進協議会は、生活路線としての島民の利便性向上と観光を主とした対策の実施により離島航空路

線の維持・確保に努めている。

また、東京羽田直行便の運航開始を目指した大阪夏季ジェット便の運航を継続するため、安定した利用実績の確

保を図っている。

その結果、平成２６年度の搭乗率は、夏季ジェット便が７７．４％（目標搭乗率８０％）、隠岐伊丹便が６１．

４％（目標搭乗率６５％）、隠岐出雲便が６０．４％（目標搭乗率６０％）と一定の成果を上げている。

しかしながら、公共事業が減少する中で、空港の利用促進を図っていくためには、観光振興は益々その重要性が

増しており、隠岐ユネスコ世界ジオパークの認定も活用した隠岐地域を挙げた取組が必要である。

ついては、協議会の構成団体を含め、関係団体がそれぞれの担うべき役割を踏まえた上で、観光振興施策等と連

携したより一層効果的な取組を展開し、引き続き安定的な利用の確保に努められたい。

⑵ 所管課（交通対策課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 補助事業の一元化について

交通対策課と観光振興課の補助金の棲み分けについては、上記２のとおり整理されているが、前回監査（平成

25年度）の指示事項「二つの補助金を一つの会計で処理していた。振り分け誤りによる記載誤りがあった。」

は、そもそも類似の事業を二つの補助金で実施していることが原因の一つと考えられる。

二つの課の予算枠上の整理は必要であるが、補助金の一元化を行うことは、事業実施上の誤りを防止できると

ともに、事務手続についても県、団体ともに負担の軽減が図られるなど有意義であることから、その一元化につ

いて検討されたい。

② 隠岐空港の利用促進について

団体に対する意見で述べたように、安定的な利用の確保を図るため、引き続き観光振興施策等と連携し、取り

組まれたい。

⑶ 所管課（観光振興課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

補助事業の一元化について

交通対策課と同じ。
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５ 団体名 （公財）しまね女性センター 所管課 環境生活総務課

１ 団体の概要

平成１０年１０月１２日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

島根県立男女共同参画センターを拠点として、男女のあらゆる分野での共同参画を促進するための事業を総合的に

展開することにより、男女共同参画社会の実現に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 １００，０００千円（県出資比率：８９．２％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

男女共同参画社会の実現に関する相談事業、情報収集及び提供事業、調査研究事業、学習・研修事業並びに個人

・グループ・団体等の活動及びネットワークづくりへの支援事業など、男女共同参画社会形成推進のための事業

⑵ 公の施設の指定管理

ア 男女共同参画センター(あすてらす)(所在地 大田市）

① 指定管理業務の内容

・施設及び設備の使用の承認に関する業務

・施設及び設備の使用に係る使用料の徴収に関する業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・島根県女性相談センター西部分室及び島根県西部県民センター県央事務所の施設及び設備の維持管理に関する

業務

平成２２年度～平成２６年度② 指定期間

８８，７６６千円（平成２６年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

地域における男女共同参画の取組の推進について

センターでは、「第２次島根県男女共同参画計画（H23～H27年度）」に基づき、あらゆる世代での男女共同参画

を推進するため、市町村、島根県男女共同参画サポーターや関係機関等と連携を図り、県からの受託事業や自主事

業として、事業者や若者、あるいは男性を対象としたセミナーを企画・実施したり、地域や事業所に出かけてのお

届け講座を開催するなど企画内容や開催方法を工夫しながら様々な事業を実施している。

男女共同参画社会の実現に向けては、家庭生活や職場、地域活動、あるいは政治の場や社会通念、慣習・しきた

りといったそれぞれの分野において、社会的慣行の見直しや意識改革を更に進めるため、継続した啓発・広報活動

が重要となる。

平成２７年８月には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立した。これにより、女性の活

躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表等が事業主（国や地方公共団体、民間企業等）に義務
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付けられ、平成２８年４月に施行できるよう準備が進められている。（常時雇用する労働者が300人以下の民間企

業等にあっては努力義務）。

ついては、こうした動きの中で、地域における男女共同参画を更に進めるには、それぞれの地域の実情を踏まえ

て取り組む上で、市町村の役割が重要となるため、市町村がセンター事業を十分に活用され、男女共同参画の推進

に積極的に取り組まれるよう県の働きかけを強められたい。

文化国際課
６ 団体名 （公財）しまね文化振興財団 所管課

文 化 財 課

１ 団体の概要

平成９年３月１７日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

世界に誇れる伝統的な文化芸術を育んできた島根県民の心豊かな潤いのある文化的生活を支え、未来へ継承してい

くために、広く県内の文化芸術に関する事業を行い、創造性豊かな活力ある地域社会と文化の香りに包まれた魅力あ

る島根の実現を通して、県民福祉の向上に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ２００，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

音楽、演劇その他の芸術及び芸能等の振興、伝統芸能・伝統文化の継承、育成、歴史文化の調査研究等に関する

事業や文化芸術活動を通じた次世代育成、県民の文化芸術活動・文化芸術団体への支援等に関する事業

⑵ 公の施設の指定管理

ア 島根県民会館（所在地 松江市）

① 指定管理業務の内容

・会館の施設及び設備の利用の許可に関する業務

・会館を利用した文化事業の企画及び実施に関する業務

・会館の利用促進に関する業務

・施設等の維持管理に関する業務

平成２２年度～平成２６年度② 指定期間

２００，６５４千円（平成２６年度）③ 指定管理料

イ 芸術文化センター（グラントワ）（所在地 益田市）

① 指定管理業務の内容

・センターの施設及び設備の利用の許可に関する業務

・美術館の観覧料の徴収に関する業務

・施設等の維持管理に関する業務

・センターの広報・利用促進に関する業務

・センターを利用した文化事業の企画及び実施に関する業務

・芸術文化に関する情報の収集及び提供に関する業務

平成２２年度～平成２６年度② 指定期間

３２２，７７８千円（平成２６年度）③ 指定管理料

ウ 八雲立つ風土記の丘（所在地 松江市）

① 指定管理業務の内容
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・資料館の入館料の徴収に関する業務

・風土記の丘の施設及び設備の維持管理並びに風土記の丘を構成する史跡の活用及び環境の保全に関する業務

・資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する専門的な調査研究に関する業務

平成２２年度～平成２６年度② 指定期間

５９，２０８千円（平成２６年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 運用財産の活用について

財団は、広く県内の文化芸術に関する事業を行い、創造性豊かな活力ある地域社会と文化の香りに包まれた魅

力ある島根の実現を通して、県民福祉の向上に寄与することを目的に、各種事業を行うこととされている。

これら事業を行うために、財団には基本財産及び運用財産として、県からそれぞれ２億円及び１０億円が出資

され、運用財産については平成１２年度から１０年間を目途に取り崩す予定であったが、現在高が２億５千万円

余となっている。

これは、指定管理業務に会館等を利用した文化事業の企画及び実施が含まれており、この指定管理料や外部資

金の導入等により事業が実施されてきたことによるものである。

運用財産は、長期的な展望に立った継続的かつ弾力的な文化芸術事業を行うために出資されたものであること

から、今後の事業（運用財産の活用）のあり方について検討されたい。

② 財団の経営（収支均衡に向けた体質の改善）について

財団の経営については、財団自らが考えるべきことではあるが、事業の継続的な実施及び適正な指定管理業務

を行うためには、経営の安定が求められる。

しかしながら、財団の収支状況を見ると平成２６年度で２千万円余の赤字となっており、今後もこの状況が続

くものと見込まれている。

このままの状況であれば、１０年後には財団の運営資金（預金等）は枯渇してしまうおそれがあることから、

一層の収入増と経費の節減を図り、収支が均衡するよう体質の改善に努められたい。

⑵ 所管課（文化国際課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 運用財産の活用について

団体に対する意見で述べたように、今後の事業（運用財産の活用）のあり方について検討されたい。

② 石見美術館の広報業務について

芸術文化センタ－の指定管理業務については、美術館と芸術劇場の複合施設であるというセンターの特長を最

大限に活かした運営、効果的な事業展開が求められている。

美術館については、展示等の企画及び広報紙作成等は県（学芸員）が行い、観覧料の徴収、施設管理、外部に

対する情報の発信・広報は指定管理者が行うという他県にはない方法で行っている。

このため、県と指定管理者は、企画及び広報について頻繁に協議を行いながら、積極的な広報・情報発信に努

めている。

しかしながら、現行制度では、観覧料は県の収入となっており、メリットシステムもないことから、広報をや

ればやるほど費用はかさむが、それは指定管理者が負担することになり、観覧料が増えても指定管理者にはメリ
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ットがないものとなっている。

ついては、例えば、県立美術館で導入されているように、前売り券等販売促進経費として、チケットの売り上

げに応じて手数料を交付することなど、観覧者の増加に向けたインセンティブが働く方法を検討されたい。

⑶ 所管課（文化財課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

７ 団体名 （公財）しまね国際センター 所管課 文化国際課

１ 団体の概要

平成元年１１月１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

多文化共生の地域づくりと県民主体の国際交流活動を促進するとともに、諸外国との相互理解と協力関係を深め、

地域の活性化と国際化に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 １，０１２，５００千円（県出資比率：７８．６％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

① 多文化共生地域づくり事業（外国人住民の総合的な生活等支援）

外国人・地域住民インフォメーション事業

コミュニティ通訳ボランティア派遣事業

留学生支援事業

多文化共生啓発事業

外国人住民日本語研修事業

ボランティア登録・活用事業

ボランティア研修事業

② 国際交流・協力事業

世界とつながる島根づくり助成事業

海外移住者等支援事業

国際交流団体等連携協力事業

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

多文化共生の地域づくりの推進について

定住する外国人の増加に伴い、外国人住民の抱える問題に係る相談・支援ニーズが増大し、複雑・多様化してき

ている。

このため、センターでは、県の支援を得ながら、市町村、学校、その他関係機関との連携を強化し、適切な対応
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を図る必要があるとしている。

この取組の一貫として、平成２７年度から、県からの受託事業により、外国人住民の抱える問題やニーズを把握

し、適切な行政サービスの利用をサポートするため、外国人住民と行政等との橋渡し役を担う「島根県外国人地域

サポーター」が５市（３個人、２団体への委嘱）に設置されることとなった。

県においては、センターと連携を図りながらこの事業を着実に実施するとともに、実施上の課題を明らかにし対

応策を講じるなど、地域における多文化共生の取組を推進されたい。

８ 団体名 (公財)島根県環境管理センター 所管課 廃棄物対策課

１ 団体の概要

平成４年３月４日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

産業廃棄物の処理に関する事業を行い、地域社会の健全な発展と地球環境保全、自然環境保護に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ７０，０００千円（県出資比率：３１．２％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

産業廃棄物最終処分場「クリーンパークいずも」の管理運営

⑵ 補助金

ア 公共関与最終処分場経営安定化対策事業補助金

① 内容

団体が処分場（管理型第１期）の建設費用として金融機関から借り入れた資金に係る償還金の一部を補助す

る。

１５８，８００千円② 補助金額

イ 公共関与産業廃棄物最終処分場確保対策事業補助金

① 内容

団体が設置する処分場（管理型第３期）の整備に要する費用の一部を補助する。

３００，０００千円② 補助金額

ウ 公共関与産業廃棄物最終処分場周辺対策事業補助金

① 内容

団体が実施する処分場（管理型第３期）整備の円滑な推進のために要する費用を補助する。

６６，３２２千円② 補助金額

⑶ 損失補償

ア 内容

団体が処分場（管理型第１期、管理型第３期）の建設費用として金融機関から借り入れた資金に関し損失補償を

行う。

２，４５５，０３０千円イ 平成２６年度末損失補償債務残高

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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イ 意見

経営安定化について

センターが運営する産業廃棄物最終処分場は、環境対策と産業振興のため、なくてはならない施設であるが、民

間だけでは地元合意を得ることが難しいことから、県内唯一の公共関与産業廃棄物最終処分場として設置されたも

のである。

施設の設置及び安定的な運営には地元住民の理解と協力が不可欠であり、センターでは法で定める排水基準より

厳しい目標水質で放流するなど環境対策に努め、地元住民との信頼関係を築いている。

また、既存の第２期管理型処分場は、平成２８年度において満杯となることから、センターでは平成２８年度供

用開始を目標に第３期管理型処分場の整備に平成２６年度から取り組んでいる。

企業がリサイクルへの取組により廃棄物の減量化を進める方向にあることから、センターにおいては、今後、減

収が見込まれることや、このたびの施設整備に伴い新たな長期借入金が生ずることに併せて、既存施設に係る借入

金の償還財源や浸出水処理施設、管理施設等の将来的な維持・補修経費の確保も必要となることから、中長期的な

視点に立った更なる経営の安定化に努められたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

自 然 環 境 課
９ 団体名 隠岐世界ジオパーク推進協議会 所管課

隠岐支庁県民局

１ 団体の概要

平成２１年６月１５日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

隠岐地域の関係者が相互に連携し、世界ジオパークネットワークのガイドラインに沿って隠岐地域の活性化及び教

育の振興を図り、隠岐地域を持続的に発展させていく。

⑶ 主な事業と構成員

隠岐地域の４町村及び町村議会、商工会、観光協会、隠岐汽船（株）、県及び県議会等４１団体を構成員として、

隠岐ユネスコ世界ジオパーク活動の推進に係る会員相互の連携、住民の意識啓発及び教育、受入態勢の整備、情報発

信・ＰＲ等の事業を実施している。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 負担金

ア 隠岐世界ジオパーク推進協議会負担金

① 内容

隠岐ユネスコ世界ジオパークの持続的発展を目指して、隠岐世界ジオパーク推進協議会が実施する人材育成、

情報発信、企画・広報宣伝、調査研究等の事業や事務局等の運営に要する経費を負担する（県１/２以内）。

１５，３６４千円② 負担金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項
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指摘事項なし

イ 意見

世界ジオパーク再認定に向けた活動の推進について

世界ジオパークは、４年ごとの再審査が義務づけられており、平成２９年度の再認定に向けて、協議会では、平

成２７年度末を目途に隠岐世界ジオパーク全体構想（５か年の行動計画）の策定を進めるとともに、アンケート調

査や満足度調査等を実施しているところである。

また、調査研究事業については、協議会で専門職員を採用し、県事業から協議会事業に移行するなど体制の整備

が進められている。

再認定に向けては、特に地元住民をはじめとする県民や企業等の理解と活動が不可欠であり、平成２７年５月に

隠岐世界ジオパーク活用推進検討会議からなされた提言に基づき、県や地元町村、関係団体等が行うことが期待さ

れている具体的な対策の実施状況も踏まえ、これらの機関や住民、企業等とも連携しながら効果的な取組を進めら

れたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

世界ジオパーク再認定に向けた活動の推進について

世界ジオパークの再認定に向けては、県では、ジオサイトの施設整備、自然環境基礎調査、協議会の運営支援を

行うこととしている。

ついては、団体に対する意見で述べたように、引き続き県関係部局や地元と連携した団体が行う活動への支援、

県として実施すべき施設整備等に積極的に取り組まれたい。

１０ 団体名 （社福）島根県社会福祉協議会 所管課 地域福祉課

１ 団体の概要

昭和２７年６月９日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

島根県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化

により、地域福祉の増進を図る。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 社会福祉事業助成費補助金（福祉施設経営指導事業）

① 内容

社会福祉施設の運営の質的向上に資するため、団体が社会福祉施設を経営する社会福祉法人等を対象として行

う、入所者の処遇改善、施設経営等に関する指導・援助や巡回相談等の事業について、その経費を補助する。

１１，５８４千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課
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ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１１ 団体名 (公財)島根県生活衛生営業指導センター 所管課 薬事衛生課

１ 団体の概要

昭和５９年３月２９日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

島根県における生活衛生関係営業の経営の健全化及び振興を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用

者又は消費者の利益の擁護を図る。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ２，０００千円（県出資比率：４８．８％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

営業者を対象とした相談・指導業務、標準営業約款「Ｓマーク」店の登録、消費者からの苦情相談、各種研修・

講習会等の開催、機関紙、各種情報提供

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１２ 団体名 （株）島根県食肉公社 所管課 畜産課

１ 団体の概要

昭和５５年５月８日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

食肉流通体系の近代化を図り、本県の肉畜生産の振興と食肉衛生の向上を期する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 １７７，２９７千円（県出資比率：３５．５％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

出資による事業実施状況⑴

ア 事業内容

家畜の集荷・と殺・解体、食肉の処理加工・販売、食肉の冷蔵・凍結・保管、食肉市場の開設

⑵ 補助金

ア 食肉公社施設等整備事業費補助金

① 内容

基幹設備等の機能強化、将来の輸出を見据えた衛生水準向上のための改修・整備に要する経費に対して補助す

る。

１８３，０６８千円② 補助金額

⑶ 貸付金

ア 食肉公社施設等整備事業貸付金

① 内容
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基幹施設の機能維持を図るとともに、高度な衛生基準向上のための施設整備に要する資金を貸し付ける。

４０，８３０千円② 貸付金額

平成２７年２月２５日から平成２８年３月３１日まで③ 貸付期間

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

経営安定化について

公社は、昭和５５年設立以来、安全な食肉の安定供給と肉畜生産の振興に貢献してきた。

近年、食肉の安全・安心意識の高まりや地産地消が進展する中で、平成１４年度から少額ではあるが概ね単年度

利益を確保してきている。

課題であった老朽施設の整備・修繕については、平成２５年度から３か年計画で実施し、機能強化を図ってい

る。

今後とも、自立した経営体質の確保に努められたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

経営安定化について

公社の健全経営の確立に当たって、県は、これまでも毎月開催される経営プロジェクト会議に参画するなど、

「経営計画」の進捗管理を行っている。

今後とも、公社の自立した経営体質の確保に向けて関係機関と連携した支援に努められたい。

１３ 団体名 大社交通渋滞対策実行委員会 所管課 観光振興課

１ 団体の概要

昭和６２年４月１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

大社地区内の年末年始、ゴールデンウィーク、盆休み等の歩行者の安全と交通渋滞の緩和を推進する。

⑶ 主な事業と構成員

出雲市、島根県、国土交通省、出雲地区交通安全協会、出雲大社、出雲観光協会、出雲商工会、一畑電車（株）等

の３１団体を構成員として、ゴールデンウィーク、夏及び秋の行楽期、年末年始において、出雲大社周辺の駐車場・

交差点への警備員配置、勢溜交差点の交通規制、臨時駐車場の確保、シャトルバスの運行、ホームページによる情報

発信等の事業を実施している。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 負担金

ア 出雲大社周辺の交通渋滞対策経費に関する負担金

① 内容

平成２５年の出雲大社「平成の大遷宮 本殿遷座祭」を契機に、出雲大社周辺では観光客が大幅に増加し、年

末年始、ゴールデンウィーク、盆休み等において交通渋滞や駐車場不足が発生したことから、交通渋滞緩和を推

進するために団体が実施する渋滞対策に要する経費の一部を負担する。

１１，６００千円② 負担金額
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３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

渋滞対策に対する県の財政的支援の実施について

出雲大社周辺の渋滞対策を含め、県は、これまで渋滞対策は原則として地元で対応するべきとして、地域に対し

て財政的な支援を行ってきていないが、出雲大社周辺は島根県観光の玄関口となっており、周辺観光地や県事業へ

の影響も大きいことから、通常実施分を超える負担について支援を行ったものである。

出雲大社周辺への入り込みは引き続き堅調であるものの、平成の大遷宮も終わりを迎えることから、今後の支援

に当たっては、一層効果的な事業が実施されるようこれまでの事業実績や支援の効果を十分に検証した上で、実施

されたい。

１４ 団体名 雲南市商工会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

平成１９年４月１日⑴ 設立時期

（大東町、加茂町、木次町、三刀屋町、吉田村、掛合町の各商工会が合併）

⑵ 設立目的

地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し、国民経済の健全な発展

に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

経営指導員等を設置し小規模事業者等の指導を行う場合に、設置費及び事業費等に対して補助する。

７７，３９１千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１５ 団体名 出雲商工会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

平成１９年４月１日⑴ 設立時期

（佐田町、多伎町、湖陵町、大社町の各商工会が合併）

(2) 設立目的

地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し、国民経済の健全な発展

に寄与する。
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２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

経営指導員等を設置し小規模事業者等の指導を行う場合に、設置費及び事業費等に対して補助する。

５１，９１１千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１６ 団体名 石央商工会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

平成１９年４月１日⑴ 設立時期

（浜田市国府、金城町、旭町 、弥栄村、三隅町の各商工会が合併）

⑵ 設立目的

地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し、国民経済の健全な発展

に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

経営指導員等を設置し小規模事業者等の指導を行う場合に、設置費及び事業費等に対して補助する。

７０，４８５千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１７ 団体名 （公財）島根県建設技術センター 所管課 土木総務課

１ 団体の概要

平成８年３月２５日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

島根県内の地方公共団体が施行する建設事業の適正かつ効率的な執行を支援するとともに、公共工事に関わる建設

技術者の資質の向上を図り、良質な社会資本の整備を推進し、県民の福祉の向上に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 １００，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要
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⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

建設技術に関する研修・講習・指導・図書の出版及び販売、公共建設工事に関する調査・設計・技術審査・積算

・施工監理及び検査業務の受託並びに地方公共団体への技術的支援、公共事業に係る松江地区建設発生土リサイク

ルヤードの整備運営等に関する事業

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

土木総務課

用地対策課

１８ 団体名 所管課 管財課島根県土地開発公社

斐伊川神戸川対策課

企業立地課

１ 団体の概要

昭和４８年４月１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

公共用地・公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ３０，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

公共用地・公用地等の取得・管理及び処分、住宅用地・工業用地等の造成、県等からの委託に基づく土地の取得

のあっせん・調査及び測量等などの事業

⑵ 貸付金

ア 島根県土木部単独用地先行取得資金貸付金

① 内容

土木部が施行する公共事業に必要な用地の先行取得を行うために必要な資金及び先行調査に必要な資金を貸し

付ける。

② 貸付金額

平成２５年度末残高 ０千円

平成２６年度貸付額 １，１００，０００千円

平成２６年度返済額 １，１００，０００千円

平成２６年度末残高 ０千円

イ 益田拠点工業団地造成事業費貸付金

① 内容

益田拠点工業団地の造成事業を行うために必要な資金を島根県土地開発基金から貸し付ける。
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② 貸付金額

平成２５年度末残高 ０千円

平成２６年度貸付額 ４，３８４，８７１千円

平成２６年度返済額 ４，３８５，９６７千円

（利息１，０９６千円を含む）

平成２６年度末残高 ０千円

ウ 斐伊川放水路関連事業残土処理用地取得資金貸付金

① 内容

国土交通省が施行する斐伊川放水路事業に必要な残土処理用地の先行取得を行うために必要な資金を貸し付け

る。

② 貸付金額

平成２５年度末残高 ０千円

平成２６年度貸付額 ６９５，７３５千円

平成２６年度返済額 ６９５，７３５千円

平成２６年度末残高 ０千円

⑶ 債務保証

ア ソフトビジネスパーク島根整備事業に係る債務保証

① 内容

ソフトビジネスパーク島根整備事業の借入金に対して債務保証を行う。

４，９３８，２０６千円② 平成２６年度末債務保証債務残高

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課（土木総務課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 役員の見直しについて

団体の理事は、１０名のうち県職員が３名（地域振興部長、商工労働部長、土木部長）を占めており、更に県

ＯＢ職員を含めると６名が県関係者である。

また、役員（理事及び監事）１２名のうち理事１名を除きすべてが男性である。

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、公社の役員は知事が任命することになっているが、業務の能

率的な運営を図るため、積極的に土地・住宅業務に精通した民間の人材等の登用を進められたい。

特に、団体の役員は、島根県住宅供給公社の役員を兼任しており、県営住宅の管理や住宅団地の販売について

は、女性の意見を取り入れることは重要である。

② 団体のあり方について

島根県土地開発公社は、県の１００％出資で設立されており、その業務の多くは県からの依頼（委託）により

実施されるものである。

団体の経営については、団体自らが責任を負うものではあるが、県の施策により大きく左右されることにな

り、そのあり方については、県がその方向性を明確に示すことが求められる。

当面は、工業団地の売却、県土整備事務所における用地取得業務があるが、今後の公共工事の動向、県の土木
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組織（用地取得業務）のあり方検討の状況等も踏まえ、団体業務の方向性、組織体制等について、中長期的な視

点での検討を進められたい。

⑶ 所管課（用地対策課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑷ 所管課（管財課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑸ 所管課（斐伊川神戸川対策課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑹ 所管課（企業立地課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１９ 団体名 島根県住宅供給公社 所管課 建築住宅課

１ 団体の概要

昭和２８年６月２２日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅

地を供給し、住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 １０，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

住宅の積立分譲、住宅の建設・賃貸その他の管理及び譲渡、住宅の用に供する宅地の造成・賃貸その他の管理及

び譲渡、公営住宅法に基づき公営住宅又は共同施設の管理の一部について事業主体に代わって行う事業など

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

役員の見直しについて

島根県土地開発公社と同じ。

２０ 団体名 （公財）島根県体育協会 所管課 保健体育課

１ 団体の概要

昭和４６年３月２４日⑴ 設立時期
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⑵ 設立目的

スポーツの振興に関する事業を行い、県民の体力向上とスポーツ精神の養成を通じて、心身の健全な発達に寄与す

る。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 公の施設の指定管理

島根県立武道施設

武道館（所在地 松江市）

石見武道館（所在地 浜田市）

島根県立体育施設

水泳プール（所在地 松江市）

体育館（所在地 浜田市）

サッカー場（所在地 益田市）

① 指定管理業務の内容

・施設の使用許可及び使用料の徴収に関する業務

・施設の維持管理に関する業務

・施設を利用したスポーツの普及振興に関する業務

平成２２年度～平成２６年度② 指定期間

３４１，６０１千円（平成２６年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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島根県監査委員公表第３号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の37第５項の規定に基づき、平成28年３月15日に包括外部監査人長谷川浩

之氏から監査の結果に関する報告の提出があったので、同法第252条の38第３項の規定により次のとおり公表する。

平成28年３月25日

島根県監査委員  智 子

同 中 島 謙 二

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇

号外第44号 島 根 県 報 平成28年３月25日
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